
今回はスマートフォンの万歩計などを使い、日々の活動を計測する健康管理機能を体験しま

す。指の使い方から入りますので、スマートフォンを使ったことがない方でもご参加いただけ

ます。よくあるスマートフォンのトラブルなどについても説明します。

日時 7 月 12 日（水）午後 2時～3時 30 分

場所 地域交流センターともべ ｢トモア｣ 会議室(笠間市友部駅前 1-10）

講師 ソフトバンク スマホアドバイザー 石橋さん
いしばし

対象 市内在住または在勤の方(以前に受講した方は除きます）

定員 15 名(先着順）

参加費 無料

申込方法 電話でお申し込みください。

申込期間 6 月 29 日（木）午前 10時～ ※定員になりしだい締め切り

⑰ スマホの使い方教室
問・申 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313

むき栗の技術習得を目指す養成講座を開講します。ぜひご参加ください。

場所 友部公民館 2階 大会議室(笠間市中央 3-3-6）

対象 栗むき技術を生かした収入を考えている方、栗のむき手として働いてみたい方

定員 各コース 40 名(定員を超えた場合は抽選）

参加費 無料

申込方法 電話または FAX で、氏名・住所・電話番号・希望のコース・再抽選の有無(希望コース

に落選した場合に第二希望で受講したい方は｢有り｣で)をお申し込みください。

※どちらかのコースを選択し、全 2回を受講する必要があります。

※当選結果は後日通知します。空きがあった場合のみ、第二希望の抽選を行います。

申込期限 7 月 7 日（金）必着

⑱ 「笠間の栗」むき手マイスター養成講座
問・申 農政課(内線 526) FAX 0296-77-1146

日時
第 1回： 7月 25 日（火） 午前コース：午前 10 時 30 分～正午

午後コース：午後 1時 30 分～3時第 2回：10 月 17 日（火）
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｢笠間市行政区への加入及び参加を促進する条例｣を制定しました。

誰もが、共に支え合い、安心して快適に暮らすことができる

地域社会の実現のため、行政区へ加入しましょう。

受験資格 刑務 A・B (一般・武道）：平成 6年 4月 2日～平成 18年 4 月 1日生まれの方

刑務 A・B (社会人）：昭和 58 年 4 月 2 日～平成 6年 4月 1日生まれの方

一次試験日 9 月 17 日（日）

受付期間 電子申請：7月 18 日（火）午前 9時～27 日（木）受信有効

⑯ 刑務官採用試験を実施します
問・申 法務省東京矯正管区 ℡ 048-600-1502

HP http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html


